
放課後保育クラブ（社会福祉法人　市川市社会福祉協議会）

１　１団体選定の事由（手続条例第13条第1項に規定する事由）

２　特定の団体が指定管理者の候補者として相応しいかの評価

１団体選定評価書

公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針　第２ 指定管理者制度の運用についての考え方
　　２ 手続条例第１３ 条第１ 項に規定する事由
　　（１）指定管理者を指定しようとする公の施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があること。
　　（２）指定施設の業務の内容に特殊性があること。
　　（５）団体の設立の経緯、団体が指定施設の管理を行うこととなった経緯、指定施設の管理の実態等を考慮し、当該団
      体を当該指定施設の指定管理者とすることが特に適当であると認められ、かつ、当該団体が当該指定施設の管理を
　　　良好に行っていること又は行うことができると認められること。

団体が指定施設
の管理を行うこ
ととなった経緯
及び選定理由

　放課後保育クラブは、昭和４１年の市川小学校での開設以来公設公営により運営されてきたが、平
成１４年度から運営の一部を市川市社会福祉協議会に委託し、平成１８年度から同協議会を指定管理
者に指定し運営されて、その実績で２４年度から３度目の指定管理者として現在運営されている。
　放課後保育クラブは、児童福祉法第６条の３第２項に規定された放課後児童健全育成事業に位置付
けられる市川市の自治事務であり、少子化対策の一環であるとともに保護者等の就労支援を目的と
し、３８箇所の小学校、３箇所の地域ふれあい館、３箇所の公民館、２箇所のその他施設、計４６の
放課後保育クラブが市内全域にわたり運営される。
事由（１）について
　市川市では、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを健やかに育てていくことを目指してい
ることから、放課後保育クラブの管理運営においてもクラブのある地域や学校の事情に精通すること
が必要となり、運営団体としても地域の情報蓄積,地域の活力を積極的に活用する地域団体による運
営が求められる。市川市社会福祉協議会は、地域福祉の中核的団体であることから、地域に精通した
多くの市内在住の支援員・補助支援員を雇用し、活用することが可能である。
事由（２）について
　放課後保育においては、児童、保護者といった利用者との信頼関係が最も重要であり、利用者の心
理的な不安感などを避けるために安定した継続する保育が求められる。社会福祉協議会は、地域福祉
の推進を図ることを目的とする市内全域を対象とした唯一の社会福祉法人であり、市内全域に均一に
安定したクラブ運営を実施することができる。
事由（５）について
　放課後保育クラブは、かつて市の直営で運営されていたが、指導員の身分格差の解消などを目的と
して、社会福祉協議会に委託を開始した経緯がある。また保護者への利用者アンケートにおいても高
い満足度が示されており、現在良好な管理運営が行われていることが認められる。
　以上のことから総合的に判断し、放課後保育クラブの指定管理者は、市川市の放課後保育クラブ運
営事業の趣旨及び目的に合致した、地域福祉の担い手である社会福祉協議会を候補者として選定する
ことを考えている。

指定施設の管理
の実態

　市川市社会福祉協議会が平成１４年度からは業務委託、１８年度からは指定管理により管理運営を実施して
おり、実施体制も社会福祉協議会内に保育クラブ担当室を設置させ、確立していると共に、支援員に対する教
育も年5回の研修により実施しており、保育の質の向上に努めている。また市内全域の保育クラブの運営を実
施することにより、保育内容等サービスの均一化を図っている。

当該団体の設立
の経緯

　昭和２６年に社会福祉事業法によって全国社協と都道府県社協が設置され、市川市においても同年市川市社
協が設置され、その後、昭和４２年に社会福祉法人市川市社会福祉協議会として設立され、現在に至ってい
る。
　また、昭和６１年から千葉県地域ぐるみ福祉推進計画が策定され広域福祉圏、基本福祉圏、小域福祉圏を各
市町村に設置することになり、より身近な地域ぐるみで福祉のまちづくりを重点とする事業が進められ、平成
１２年には１４の支部社協が設置されるとともに社会福祉事業法が社会福祉法に改正され、地域福祉の推進を
図ることを目的とする団体として明確に位置付けられている。

当該団体が実施
する事業と指定
施設との関係

　社会福祉協議会は、市内全域の地域福祉の推進を図ることを目的とし、社会福祉事業の企画や実施を自治会
をはじめとする地域の諸団体やボランティア団体、福祉や保健等の関係機関・団体と連携、協力して行う地域
福祉の中核的団体である。
　また、保育クラブ事業は、社会福祉法において第二種社会福祉事業に位置付けられ、市町村、社会福祉法人
その他の団体が行うものとされ、指定施設は、市内全域の３８の小学校を含めて４６の施設で運営しているこ
とから市と指定管理者としての社会福祉協議会とで管理運営を行っている。

市民ニーズを取
り入れる体制

　保護者へのアンケートの実施（毎年１回実施）

地域住民との協
働の推進体制

　地域交流会への参加、高齢者との交流事業など地域住民との協働を推進する体制づくりに積極的に取り組む
体制を整えている。実際の活動では、地域のボランティアグループと一緒に読み聞かせをしたり、地域の高齢
者の方に囲碁や将棋を習うなど、交流を深めている。
　また、保育クラブの支援員および補助支援員の採用にあっては、市内在住の支援員が73.7％、補助支援員が
90.3％となっていて、地域の力を生かした運営となっている。(平成28年4月1日現在、支援員２２１名、補助
支援員３３０名）

利用者からのア
ンケート結果
（利用者からの
支持）

　保護者の方々に対し、放課後保育クラブの運営及び保育内容について１８年度に保護者説明会において,運
営法人が変わる事への不安、子供に与える影響を心配する声があり、社会福祉協議会の運営の継続希望という
意見が多くを占めた。
　毎年実施している利用者アンケートにおいても、運営についての満足度の項目では、
・平成２４年度（満足74.4％、普通23.8％、不満1.5％）・平成２５年度（満足70.5％、普通27.2％、不満
1.7％）
・平成２６年度（満足75.1％、普通22.2％、不満2.1％）・平成２７年度（満足73.2％、普通23.3％、不満
2.9％）

そ　の　他

　社会福祉協議会は市内在住の支援員を多く確保しており、地域ぐるみで子育ての一翼を担っている唯一の団
体であり、地域の活力を積極的に活用し、安定した保育クラブの運営を行える団体である。
　保育クラブは、昭和41年に留守家庭児童会として開設されて以来平成13年度まで市直営で行ってきており、
その間、支援員の身分格差是正、保育手数料の徴収、保育対象学年の引き上げ、保育時間の延長などの課題が
山積しているなかで、地域福祉のプロである社会福祉協議会に運営の一部を委ね、支援員の身分一元化をはじ
めとする諸課題を解決した経緯がある。


	Sheet1

